
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令 和 ６ 年 度 の 入 会 受 付 期 間  

   

（ 日 ・ 祝 日 を 除 く ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ の 入 会 案 内 は 入 会 後 も 必 要 で す 。 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。  

 

 

 

12月8日（金）〜1月31日（水）17時 
 

令 和 ６ 年  

大切なお知らせ 

入 会 希 望 者 が 多 い 児 童 会 で は 、 高 学 年 の 待 機 が 発 生 す る 可 能

性 が あ り ま す 。 民 間 児 童 会 ( 1 6 ・ 1 7 ペ ー ジ ) が 開 所 さ れ て い る 小

学 校 区 の 方 は 、 民 間 児 童 会 の 利 用 も ご 検 討 く だ さ い 。  

 

 
令 和 ６ 年 度  

＊長期休業期間中のみの入会希望も上記期間中の受付となります。  

留守家庭児童会入会のご案内 

令 和 ５ 年  
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入 会 手 続 き に あ た っ て は 、 こ の 入 会 案 内 を よ く 読

ん で 、 児 童 会 に つ い て 理 解 さ れ た 上 で 、 お 申 し 込

み く だ さ い 。  

な お 、 前 年 度 と は 内 容 が 変 更 に な っ た 部 分 が あ り

ま す の で 、 継 続 入 会 の 方 も 必 ず お 読 み く だ さ い 。  

 

保護者の皆さまへ 
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留 守 家 庭 児 童 会（ 以 下「 児 童 会 」と い い ま す 。）は 、放 課 後 、保 護

者 が 就 労 な ど に よ っ て 家 庭 で 保 育 で き な い 場 合 に 、 児 童 を 保 育 し

児 童 の 健 全 な 育 成 を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す 。  

 

廿日市市内の小学校に就学している児童で、放課後、家庭で保育を受けること

ができない児童 詳しくは 2 ページの入会基準をご覧ください。 

 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までで、次の休会日を除く日 

＊新１年生も４月１日から利用できます。 

 

日曜日、祝休日 / ８月１４日～１６日 / 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

平日 放課後から 18 時まで（延長利用：18 時 30 分まで） 

土曜日など 8 時 30 分から 18 時まで（延長利用：18 時 30 分まで） 

 

平日 放課後から就労証明書に記載の終業時刻のおおむね１時間後まで 

土曜日など 就業証明書に記載の始業時刻のおおむね１時間前から 

                 就労証明書に記載の終業時刻のおおむね１時間後まで 

 

月額 3,000 円（延長利用：月額 3,600 円） 

その月に 1 日でも在籍している場合、出欠にかかわらず、お支払いいただきます。 

＊利用料とは別におやつ代が必要です。なお、利用料には減免制度があります。 

    詳しくは 7 ページをご覧ください。 

 

入会された児童の保護者の方には、児童会の臨時休会、利用上の注意事項など

をお知らせする「はつかいちし安心・安全メール配信サービス（児童会）」に

登録をお願いしています。登録方法は、令和６年 3 月中旬頃までにお知らせす

る予定です。 

 

 

 

 

 

開会時間 

 

利用時間 

 

メール配信 

 

 

 
留守家庭児童会の概要 

目的 

対象児童 

開会日 

休会日  

 

利用料  
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入会手続について 

次の①～⑥のすべてに該当すること。 

① 廿日市市内の小学校に就学している児童であること。 

② 保護者と同居のご家族（18 歳以上 65 歳未満）の全員が、就労、 

疾病・負傷、出産、通学などにより、放課後に家庭で保育ができないこと。 

③ 令和５年度以前の利用料、おやつ代などに未納がないこと。 

④ 入会後に入会基準を満たさなくなった場合、速やかに申し出ていただけること。 

⑤ 入会申込書などの提出書類に虚偽の記載があった場合や利用料などの納付がない場合など

に退会を勧告されることに同意していただけること。 

⑥ この入会案内のほか、児童会利用上のルールを守って、利用していただけること。 

ただし、次の a～ｃにより、入会を承認できない場合があります。 

a.入会希望者が児童会の定員を超える場合 

ｂ.児童会で対応できる範囲を超えた配慮を要する児童である場合 

ｃ.その他、市が児童会事業の運営上支障があると判断した場合 

今年度から LINE 申請ができるようになりました。ただし、集団生活にあたり健 

康面・生活面で配慮が必要な場合は、LINE 申請ではなく入会予定児童会に直接 

お申し込みください。 

 

①二次元コードから市公式 LINE で申請（入会申込書以外の提出書類をスマー 

トフォン等のカメラを使って撮影し、申込時にその画像を添付いただきます。）    

    ②紙申請（受付期間内に下記の提出先に提出してください。） 

 

令和５年 12 月８日（金）～令和６年１月 31 日（水）17 時  

※郵送の場合、消印有効 

＊受付期間後に申し込まれた場合、5 月以降の入会決定となる場合があります。

受付期間後に転入された方などは、こども課児童係（電話 0829-30-9130）ま

でご相談ください。 

 

持参の場合：入会予定の児童会 

郵送の場合：〒738-8512 廿日市市新宮一丁目 13 番 1 号 

廿日市市こども課児童係 あて 

入会基準 
 

 

入会申込の手続き 

 

 

申込 

受付期間 

提出先 
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入会手続について 

① 入会申込書（児童 1 人につき 1 枚必要） 

② 保護者と同居のご家族（18 歳以上 65 歳未満）全員が、放課後に児童を保 

育できないことを証明する書類（兄弟姉妹の入会時は 1 セットで可） 

＊年齢の基準日は、令和６年 4 月 1 日時点です。 

主な事由 提出書類 備考 

雇用されている方 

（勤務予定を含む） 

自営業・農業の方 

就労証明書 

（証明日が 3 カ月以内のもの） 

市内保育園の入園申込時に提出し

た就労証明書の写しなどでも可 

求職活動中の方 

① 申立書 

② ハローワーク受付票

の写し(初月のみ) 

・求職開始月から起算して、最長

３か月まで入会可能（申立書の提

出は毎月必要） 

・求職活動(面接等)時のみ利用可能 

 

出産前後の方 

① 申立書 

② 母 子 手 帳 の 写 し ( 氏

名、出産予定日が分か

るページ) 

産前 6 週・産後 8 週入会可能 

疾病・障がいのある方 

介護・看護をしている方 

① 申立書 

② 障がい者手帳または

診断書の写し 

 

大学生、専門学校生など 

① 申立書 

② 学生証の写し、在学証

明書など 

保護者の場合は、時間割等を提出 

＊児童を保育できないことを証明する書類を受付期間内に提出できない場合は、「申立書」に児

童を保育できない理由と不足書類の提出時期を記入して提出してください。 

 

 

・現在入会中の児童であっても、年度ごとに入会申込が必要です。 

・「入会申込書」は児童１人につき１枚必要です。１枚に２名以上を記入しないでください。 

・入会児童の学年は、令和６年４月時点の新学年を記入してください。 

・「健康面で気になること」～「その他集団生活をする上で気になること」は児童を保育する

上で大切な情報です。小学校に伝達済みの事項や継続入会の場合でも必ずご記入ください。

また記入された場合は、LINE 申請ではなく必ず入会予定児童会に直接お申し込みください。 

・「同居の家族状況」には、入会児童を除く同居者全員の情報を記入してください。年齢は、

令和６年 4 月 1 日時点の年齢で記入してください。 

・提出書類への記入は、はっきりとした字で記入してください（鉛筆やインクの消せるボー

ルペン、修正液や修正テープは使用しないでください）。 

提出書類 

入会申込書記入のしかた 
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入会手続について 

 

 

（１）口座振替 

・児童会の利用料は、原則として口座振替で納付してください。 

 入会申込提出後、廿日市市内の金融機関にて直接手続きを 

 お願いします。必要書類は金融機関にあります。 

＊継続入会の方で、引き続き同じ口座からの振替をご希望の場合は、手続不要です。 

（２）口座振替依頼書の提出先 

・口座振替依頼書は、金融機関の窓口に直接提出してください。 

＊口座振替の手続きが完了するまでの間は、納付書を送付します。納付書に記載されている期

限までに、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。 

 

 

 

（１）入会決定の時期（4 月入会の場合） 

・令和６年 3 月上旬（予定） 

（２）決定通知書の読み方（6 ページ参照） 

・利用が承認された月には、〇印がついています。その下段にある金   

額が 3,000 円の場合は通常利用、3,600 円の場合は延長利用です。 

 

 

 

（１）家族状況が変わった場合 

・保護者変更、市内転居などの場合には、「利用変更申請書」を提出してください。 

（２）就労状況が変わった場合 

・勤務先の変更、勤務条件の変更などにより、入会申込時に提出した「就労証明書」から就労

状況が変わった場合には、「就労証明書」を再提出してください。 

・就労証明書の雇用契約期間が「有」（有期雇用契約）の方で、雇用期間が更新となった場

合にも「就労証明書」の再提出が必要です。 

＊就労状況の変更などにより、入会基準を満たさなくなった場合には、利用を継続することは

できません。速やかに退会届を提出してください 

 

 

 

利用料の納付方法 

 

入会決定の時期、決定通知書の読み方 

入会後に手続きが必要な場合 
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入会手続について 

 

 

（１）申請区分・申請期限・提出書類 

・申請区分ごと定められた申請期限までに、必要な書類を提出してください。（LINE 申請可） 

（２）提出先  

・入会している児童会 

（３）変更の承認など  

・利用月の変更などの承認内容は、「決定（更正）通知書」がお手元に届き次第、必ず確認

してください。 

・退会の場合、こども課や児童会からの承認通知などは発行されません。 

 

 

 

・以下に該当すると市が判断した場合には、利用の承認を取り消すことがあります。 

① 就労実態などの家庭状況から、放課後に家庭で保育ができると判断した場合 

② 利用料やおやつ代などの納付がなく、督促などにも応じていただけない場合 

③ 入会申込書などの提出書類に虚偽や不正があった場合 

④ 児童会利用上のルールを守って、利用していただけない場合(例：開会時刻前に来会、閉会

時刻以降にお迎え、就労日や求職活動ではない日時に利用、支援員の指示に従わない等) 

⑤ その他、市が児童会事業の運営上支障があると判断した場合 

申請区分 申請期限 提出書類 

入会 入会希望月の前月の１５日まで 
入会申込書、 

就労証明書など 

利用月を追加 利用追加希望月の前月の１５日まで 利用変更申請書 

延長利用を開始 
 

延長利用希望月の前月の１５日まで 
＊お迎えが一回でも 18 時を過ぎた 
場合、申請期限後であってもその月の 
延長利用を申請していただきます 

利用変更申請書 

利用月を取消 取消希望月の前月末日まで 利用変更申請書 

延長利用を終了 終了希望月の前月末日まで 利用変更申請書 

退会 退会日の翌日から起算して５日以内 退会届 

利用の承認などの取り消しについて 

利用月の変更、退会、提出書類 

年度途中の入会・変更・退会など 
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入会手続について 

 

 

 

・利用変更申請書の内容を審査した結果を、決定（更正）通知書で 

お知らせします。 

・決定（更正）通知書の読み方は、以下をご覧ください。 

 

 

 

決定（更正）通知書の一部 

変更前決定額 30,000 円 変更後決定額 17,400 円 

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

変更前負担月額  0 3,000 3,000 3,000 3,000 

変更後負担月額  3,000 3,600 3,600 3,600 3,600 

納入期限     年  月  日     年  月  日     年  月  日     年  月  日     年  月  日     年  月  日 

 

 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

変更前負担月額 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

変更後負担月額 0 0 0 0 0 0 

納入期限     年  月  日     年  月  日     年  月  日     年  月  日     年  月  日     年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月～9 月 

通常利用 → 延長利用 に変更 

決定（更正）通知書の読み方 

5 月 

利用登録なし → 通常利用 に変更 

10 月～3 月 

通常利用 → 利用登録なし に変更 
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廿日市市留守家庭児童会の運営内容 

利用料とおやつ代の金額は次のとおりです。利用料は、その月に 1 日でも在籍してい

る場合、出欠にかかわらず、１か月分をお支払いいただきます。 

＊結果的に利用がなかった月も、利用登録に対し利用料がかかりますのでご注意ください。 

 

利用料・おやつ代（児童 1 人につき・月額） 

 
通常利用 延長利用 おやつ代 

児童 1 人目 3,000 円 3,600 円 

1 食 70 円程度 

児童 2 人目以降 1,500 円 2,100 円 

 

 

 

 

 

実費相当額を、毎月児童会からお知らせする期日までにお支払いください。 

 

 

 

 

生 活 保 護 世 帯 、 市 民 税 非 課 税 と な る 見 込 み の 世 帯 な ど に 該 当 す る 場 合 、 利 用 料  

の 減 免 申 請 が 可 能 で す 。  

該 当 す る と 思 わ れ る 方 は 、 入会決定通知書が届いた後 、 減 免 申 請 書 に

必 要 書 類 を 添 え て 、 こ ど も 課 に 提 出 し て く だ さ い 。  

な お 、 減免申請は毎年度手続が必要です。  

 

 

 

 

 

 

利用料とおやつ代 
 

 

おやつ代の支払い 

減免制度について 
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廿日市市留守家庭児童会の運営内容 

 

・ご家庭と児童会との連絡に使用する大切

なものです。児童会職員が、児童会での様

子、気付き、連絡事項などがある場合に記

入します。毎日、目を通して確認した上で、

必ず児童に持たせてください。 

・児童の体調が良くない場合、下会(帰宅)方

法が通常と異なる場合など、連絡事項があ

る場合は必ずご記入ください。 

 

 

・欠席することが事前に分かっている場合

は、前日までに連絡ノートでお知らせくだ

さい。 

・児童の口頭による連絡では正確に確認で

きない場合があります。その場合は安全確

保のために、保護者の方に確認の電話をす

ることがあります。 

・学校を欠席または早退した場合には、児童

会にもご連絡ください。 

 

 

・宿題は、来会後に自主的に取組むように声

かけをし、習慣づけの指導をします。学習

指導は行いませんので、宿題の確認は、必

ずご家庭でお願いします。 

＊来会時刻が遅くなった場合や行事に参加

する場合などには、宿題をする時間の確保

ができないことがあります。 

 

 

 

 

 

・児童会は、保護者や同居のご家族全員が、

就労などで放課後に不在の間に、利用いた

だけます。 

・就労証明書に記載された終業時刻からお

おむね１時間までが利用可能時間です。 

（例 父:17 時、母:15 時まで就労→16 時ま

で利用可能） 

＊通勤に１時間以上かかる方、夜勤などで

放課後の時間が睡眠時間となる場合など

は、この限りではありません。 

・保護者の希望により、歩いて下会させるこ

ともできます。その場合は、必ず連絡ノー

トに記入してください。 

・塾や習い事などで下会した後の再来会は、

原則としてお断りしています。 

 

 

・投薬は医療行為にあたるため、 

児童会職員が行うことはできません。 

・服薬は、児童が自分で行うことになります。

安全管理のため、薬の用途や服薬時刻など

について、連絡ノートに必ず記入してくだ

さい。 

 

 

・学級閉鎖（学年閉鎖などを含む）となっ

たクラスの児童は、感染の有無に関わら

ず児童会を利用できません。 

・学級閉鎖は、疾病の感染拡大を防止する

ための措置ですので、ご理解くださいま

すようお願いします。 

 

 連絡ノート  利用時間のルール 

連絡事項・注意事項 

 

 

欠席 

 宿題 

服薬 

 学級閉鎖等 
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廿日市市留守家庭児童会の運営内容 

 

・児童会からの下会（帰宅）は、原則として保護者の方のお迎えが必要です。 

・保護者の方が、児童のみでの下会が可能だと判断された場合で、児童のみでの下会を希望さ

れる場合は、連絡ノートにその旨を記入してください。 

＊児童のみで下会の場合、児童の安全のため、同じ時刻（原則毎時 30 分毎）の希望児童をま

とめて児童会から送り出します。 

 

 

 

 

 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの下記休会日を除く日 

＊新１年生も４月１日から利用できます。 

 

日曜日、祝休日 / ８月１４日～１６日 / 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

児童会の開会時間は次のとおりです。 

＊開会時間内の利用を厳守してください。 

＊学校行事などで下校時刻に変更があった場合、開会時刻を変更することがあります。 

＊長期休業中（春休み、夏休み、冬休み）のみ、やむを得ない事情がある場合に限り、午前８

時から受け入れる場合がありますので、必ず児童会に問い合わせてください。 

平日 放課後～就労証明書に記載の終業時刻のおおむね１時間後 

   （例 父:17 時、母:15 時まで就労 → 16 時まで利用可能） 

土曜日など 就業証明書に記載の始業時刻のおおむね１時間前 

         ～就労証明書に記載の終業時刻のおおむね１時間後 

＊利用可能時間にかかわらず、勤務が早く終わった場合などは、できるだけ早めにお迎えにき

ていただき、ご家庭でお過ごしください。 

 

 

 

＊暦により前後することがあります。 

 通常利用 延長利用 

平日 放課後～18 時まで 放課後～18 時 30 分まで 

土曜日・学校代休日、長期休業中 8 時 30 分～18 時まで 8 時 30 分～18 時 30 分まで 

利用時間 

7/21～8/31 

夏休み 

12/24～翌年 1/6 

冬休み 

3/26～4/7 

春休み 

4 月～8 月 10/1-15 9 月 

17 時 30 分 

10/16-1/31 3 月 2 月 

16 時 30 分 17 時 17 時 30 分 17 時 18 時 

長期休業期間は

こちら 

下会方法 

開会日 

休会日  

 

開会時間 

最終下会時刻 
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廿日市市留守家庭児童会の運営内容  

 

 

・大雨警報、洪水警報、暴風警報または警戒レベル３(高齢者等避難) 

のいずれかが発令された場合、児童会は下表のとおりの対応となります。 

 

【小学校登校日の場合】 

 

 

 

 

 

 

小学校の対応 児童会の対応 

 
 

臨時休校 

＊自宅待機後の臨時休校を含みます。 

 

 

 

臨時休会 

 

 

 
登校 

 
＊自宅待機後の登校、登校後の授業打切り

などの場合を含みます。 

 

開会 

（下会時のお迎えが必要です。） 

＊１人下会予定の児童の保護者の方は、児

童会にお迎え見込みの時間を連絡してく

ださい。 

＊児童会から保護者の方に電話で連絡を

する場合があります。 

 

【小学校休業日の場合】（土曜日・長期休業期間・長期休業期間の学校登校日） 

警報発令の時刻 児童会の対応 

開会前・開会中・警報発令後に 

解除のいずれの場合でも 

開会 

（来会・下会時の送迎が必要です。） 

＊児童会職員に児童を直接引き渡してく

ださい。 

大雨警報等または警戒レベル３（高齢者等避難）発令時の対応 

お 
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廿日市市留守家庭児童会の運営内容 

 

 

・特別警報または警戒レベル５（緊急安全確保）のいずれかが発令された場合、児童会は下表

のとおりの対応となります。 

＊施設の立地条件などにより、警戒レベル 4（避難指示）で下表の対応をとる場合があります。 
 

【小学校登校日の場合】 

 

 

 

 

小学校の対応 

（特別警報発令の時刻） 
児童会の対応 

臨時休校 

＊自宅待機後の臨時休校を含みます。 

臨時休会 

登校 

＊自宅待機後の登校、登校後の授業打切り

などの場合を含みます。 

13 時までに特別警報が発令 

 

13 時以降に特別警報が発令 

＊発令後、解除された場合を含みます。 

保護者引き渡し 
（速やかにお迎えが必要です。） 

＊児童会から保護者の方に電話などで連 

絡をする場合があります。 

＊状況によって、児童会から避難場所に

避難している場合があります。 

特別警報または警戒レベル５発令時の対応 

お 
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廿日市市留守家庭児童会の運営内容 

 

【小学校休業日の場合】（土曜日・長期休業期間・長期休業期間の学校登校日） 

特別警報発令の時刻 児童会の対応 

午前 8 時までに特別警報が発令 臨時休会 

午前 8 時以降に特別警報が発令 

 
保護者引き渡し 

（速やかにお迎えが必要です。） 

 

＊児童会から保護者の方に電話などで連 

絡をする場合があります。 

＊状況によって、児童会から避難場所に

避難している場合があります。 

 

 

 

・震度 5 弱以上の地震が発生した場合、児童会は下表のとおりの対応となります。 

 

地震の発生時刻 児童会の対応 

前日～開会前に 

震度 5 弱以上の地震が発生 
臨時休会 

 

 
開会中に 

震度 5 弱以上の地震が発生 

 

 
保護者引き渡し 

（速やかにお迎えが必要です。） 

＊児童会から保護者の方に電話などで連 

絡をする場合があります。 

＊状況によって、児童会から避難場所に避

難している場合があります。 

震度 5 弱以上の地震発生時の対応 

お 
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廿日市市留守家庭児童会の運営内容 

 

 

・以下の場合には、児童の安全確保のため、保護者の方に直接連絡することがあります。 

① 警報発令や地震発生等の緊急時にお迎えをお願いする場合 

② 児童がケガをしたり、体調が悪くなったりした場合 

③ 欠席の連絡がないのに、児童が来会しない場合 

④ 児童の下会時刻やお迎えの有無について確認が必要になった場合 

⑤ その他、児童の安全確保のため、至急連絡が必要となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護者の方に直接連絡する場合について 
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→ 出 産 前 後 の 入 会 は 、 産 前6週 、 産 後

8週 の 期 間 で 利 用 で き ま す 。  

求 職 活 動 中 に  

利 用 で き ま す か ？  

 

産 休 中 に  

利 用 で き ま す か ？  
 

 
仕 事 が 休 み の 日 も  

利 用 で き ま す か ？  
 

 

 

申し込んだら  

すぐに入会できますか？  

 

 

Q 

 

Q 

 

Q 

 
Q 

 

    
→ 求 職 活 動 中 で あ る 旨 の 申 立 書 （ 1カ 月 ご

と に 要 ） と ハ ロ ー ワ ー ク 受 付 票 の 写 し

（ 初 月 の み 要 ） を 提 出 す る こ と で 、  

最 長3ヶ 月 ま で の 利 用 が 可 能 で

す 。 た だ し 、 利 用 は 求 職 活 動 (面 接 等 )

を し て い る 時 に 限 ら れ ま す 。  

 

 

→ 一 斉 入 会 の 申 込 み 受 付 は 、 提 出 期 限 を

令 和 ６ 年1月31日 （ 水 ）17時

ま で と し て い ま す 。 市 公 式 LINEで 申

請 、 ま た は 各 児 童 会 に 書 類 を 提 出 し て く

だ さ い 。 年 度 途 中 か ら の 入 会 は 、 入 会 希

望 月 の 前 月 の 15日 ま で  

（ 15日 が 休 会 日 の 場 合 、 15日 よ り

後 の 開 会 日 ） に 提 出 し て く だ さ い 。  

よくある質問と回答 

→ 保 護 者 の 方 や 同 居 の ご 家 族 が 、

ど な た か お ひ と り で も お仕 事が

お 休 みの 日は 利用 で きま せ

ん 。  

児 童 会 は 、 保 護 者 の 方 が 就 労 な ど に よ

り 家 庭 で 保 育 で き な い 場 合 に 児 童 を 保

育 す る こ と を 目 的 と し た 事 業 で す 。 お

仕 事 が お 休 み の 日 に は 、 お 子 さ ま と

ご 家 庭 で お 過 ご し く だ さ い 。  

利 用 料 の 納 付 が 難 し い …  

 

Q 

 
→まずは、こども課児童係（電話：0829-30-

9130）にご相談ください。 

児童手当から徴収など、対応可能なお支払い

方法をご案内します。 
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 児  童  会 小  学  校 

廿日市 
３２－３６２２（第１） 

３２－２２５４（第２） 
３２－２２５１ 

平    良 ３８－０３２５ ３８－０２５１ 

原 ３９－３８８８ ３８－１４１５ 

宮    内 
３９－０５３５ 

（３８－６２８８） 
３９－２２３１ 

地 御 前 
３６－２５６６ 

（３６－５９５１） 
３６－１０２１ 

佐    方 
３２－５８３０ 

（３２－４１２７） 
  

３２－４１２５ 

阿品台東 ３９－１５１８ ３９－５３５８ 

阿品台西 ３９－１４８６ ３９－７０９５ 

金 剛 寺 ３１－１１１６ ３１－１１２４ 

宮    園 ３８－２３８８ ３８－１７７６ 

四季が丘 ３８－５３１９ ３８－５０４３ 

友    和 ７４－３３８６ ７４－００１９ 

津    田 ７２－１９１１ ７２－０３２９ 

大 野 東 
５４－２９５９（会） 

５４－２９５８（館） 
５５－２０１４ 

大 野 西 

５５－１５８８（会） 

 （５５－１５９１） 

５４－２９５７（館） 

５５－２０１３ 

宮    島 ４４－２０１４ ４４－２０１２ 

吉  和 ７７－２３７３ ７７－２０１０ 

電話番号簿（児童会・小学校） 
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廿日市市内には、民間団体がそれぞれの特色を活かして運営している児童会があり、基本的

な運営内容や利用料金は、市が運営する児童会と共通です。 

市が運営する児童会のうち入会希望者が多い児童会では、高学年の待機が発生する可能性が

ありますので、利用希望条件に合致する場合には、ぜひ民間児童会をご利用ください。 

＊市が運営する児童会と民間児童会の両方に入会することは出来ません。定員超過により民間

児童会に入会できなかった場合で、市が運営する児童会に速やかに入会申込書を提出していた

だいた場合に限り、受付期間経過後でも入会申込を受け付けます。 

・対象小学校 金剛寺（徒歩来会）、平良・宮内・地御前・佐方（送迎あり） 

・住   所 廿日市市串戸 2-3-15 

・開 所 日 時 平日 放課後～19 時 30 分 

       土曜日など 7 時 30 分～19 時 30 分 

・特色 

  延長利用で最大 19 時 30 分までの預かり対応しています 

  長期休業期間中は、川遊びなどの自然体験活動を推進します 

  異学校・異学年が集まり交流の場としても魅力的です 

・問合せ先 

  電話 0829-30-7751 FAX 0829-30-7752 

  Mail hiroshige@kidsnpo.jp URL https://www.kidsnpo.jp/6 

 
 

・対象小学校 大野東（徒歩来会）、大野西・阿品台西（送迎あり） 

・住   所 廿日市市大野 647-1 

・開 所 日 時 平日 放課後～19 時 

       土曜日など 8 時～19 時 

ハロウィンやクリスマスなどの季節の行事や、 

長期休みには自然散策やピザ焼き体験など多種多様な活動を行っています。 

  施設 2 階にはこども英会話教室が併設されており、キッズクラブ利用中に 

レッスンを受講することも可能です(別途料金)              

・問合せ先(※つきのひかり保育園、フルムーンインターナショナルこども園の 

お問い合わせはご遠慮願います)  

 電話 080-7270-8585                                        

Mailtsukinohikarikidsclub@gmail.com  URL https://kidsclub.tsukinohikari.international/ 

民間児童会（放課後児童クラブ）のご案内 

 

 

 にこにこアフタースクールくしど（特定非営利活動法人キッズ NPO） 定員 40 名 

 つきのひかりキッズクラブ（社会福祉法人宙） 定員 40 名 

つきのひかり国際保育園、フルムーンイ

ンターナショナルこども園おおのを運営

する「社会福祉法人宙」の児童会です。

大野東小学校から歩いてすぐ！ 

こどもたちの主体的な活動・ 

想いを大切にしています。 

mailto:tsukinohikarikidsclub@gmail.com
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にこにこアフタースクールまるくる大野（特定非営利活動法人キッズ NPO） 定員 40 名 

・対象小学校 大野東、大野西、阿品台西（送迎あり） 

・住   所 廿日市市大野 1328 まるくる大野 2 階  

・開 所 日 時 平日 放課後～19 時 30 分 

       土曜日など 7 時 30 分～19 時 30 分 

・特色 

  延長利用で最大 19 時 30 分までの預かり対応しています 

大雨警報で休校の時、朝から開所しサポートします 

夏休みには、自然体験や昼食づくりなどを予定しています 

 

・問合せ先 

  電話 0829-20-4881 

  Mail nikoaf-maru@kidsnpo.jp    URL  https://marukuruohno.jp（フジタスクエアまるくる大野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まるくる大野内にあるプレイルー

ムや図書館など利用できます！ 

https://marukuruohno.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒738-8512  

広島県廿日市市新宮一丁目 13 番 1 号（山崎本社 みんなのあいプラザ） 

廿日市市健康福祉部こども課 

電話：0829-30-9130 

FAX：0829-30-9131 

入会案内、申請書類などは、廿日市市ホームページにも掲載しています。 

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/35/12027.html 


